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　第２５回長瀞町社会福祉大会が中央公民館で開催され、社会福祉の充実に寄与された方の表彰や　第２５回長瀞町社会福祉大会が中央公民館で開催され、社会福祉の充実に寄与された方の表彰や
体験発表などが行われました。体験発表などが行われました。
　毎年恒例の福祉バザーにも大勢の方が来場し、会場は熱気に包まれていました。 【５月１３日】　毎年恒例の福祉バザーにも大勢の方が来場し、会場は熱気に包まれていました。 【５月１３日】
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一　　般　　会　　計　　執　　行　　状　　況
予 算 額  38億130万3千円  収入率 予 算 額  38億130万3千円  執行率
収入済額  32億3,626万5千円 （85.1%） 支出済額 30億3,070万1千円 （79.7%）

　町では、町民の皆さんから納めていただいた税金などがどのくらい入り、どのように使ったかを知っていただく
ため、毎年財政事情を公表しています。今回は、平成23年度下半期（平成２３年１０月１日～平成２４年３月３１日）
の財政事情についてお知らせします。
　住民サービスの向上を図るため、効率的な行財政運営に努めてまいりますので、引き続き、町政へのご協力をお
願いします。

下半期の財政事情を公表します平成23年度

 問合せ 
総務課企画財政担当　☎６６・３１１１　内線２２１

歳 入 歳 出

財産と基金の状況 平成２４年３月３１日現在

区　　　分 現　在　高
土 地 150,428㎡
家 屋 33,425㎡
土 地 開 発 基 金 3,705万円
減 債 基 金 4,634万3千円
財 政 調 整 基 金 4億3,388万4千円
地 域 福 祉 基 金 191万8千円
町立学校図書購入基金 120万円
ふるさと長瀞応援基金 73万円
光をそそぐ交付金基金 600万円

特別会計の状況 単位：千円、％

会　計　名 予算額
歳　　入 歳　　出

収入済額 収入率 支出済額 執行率
国民健康保険 968,493 897,648 92.7 882,097 91.1 
介 護 保 険 602,599 578,323 96.0 529,605 87.9 
後期高齢者医療 83,336 81,087 97.3 77,571 93.1

町債の状況 単位：千円

事業債名 主な事業 未償還元金 未償還利子
総 務 債 庁舎、コミュニティ集会所など 182,531 26,728
民 生 債 放課後児童クラブ 2,580 45
農林水産業債 農道、林道など 32,280 744
商 工 債 観光用公衆トイレなど 40,620 966
土 木 債 道路、町営住宅など 696,263 37,500

消 防 債 防火水槽、コミュ二ティ
消防センターなど 1,584 52

教 育 債 中学校舎改修、柔道場など 209,510 18,206
災害復旧債 町道の災害復旧 934 16
減税補てん債 122,170 7,437
臨時税収補てん債 19,802 1,311
臨時財政対策債 1,733,579 247,227

合　　　　　計 3,041,853 340,232
※減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債の
元利償還金は、その全額が、また消防債や災害復旧債
などは、その一部が普通地方交付税（基準財政需要額）
に算入されます。

※今回の執行状況は、平成２４年３月３１日現在のもので、出
納整理期間（平成２４年４月１日～５月３１日）に執行され
る収入や支出があるため、決算額とは異なります。最終的な
まとめは、９月の決算で明らかになります。
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　平成２４年４月１日から「子ども手当制度」に代わり「児童手当制度」が開始されました。この制度は、次代の
社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
　平成２４年３月末までに子ども手当の認定を受けていた方は、平成２４年４月分からの児童手当についても申請
があったものとみなすため、改めて申請する必要はありません。ただし、出生されたときや転入されたときなどに
は、申請が必要となります。申請されない場合は、支給要件を備えていても児童手当の支給ができなくなりますの
で、必ず申請をしてください。

 支給対象者 
　長瀞町に住民登録または外国人登録があり、中学３年生までの児童（１５歳になった最初の３月３１日まで）
を養育している保護者が対象です。（原則、児童の両親のうち所得の高い方が申請者となります。）
 手当月額 
　•３歳未満　　　　　　　　　　　　　１５，０００円
　•３歳以上小学校修了前　　　　　　　１０，０００円（第３子以降は１５，０００円）
　•中学生　　　　　　　　　　　　　　１０，０００円
　•特例給付（所得制限額以上の世帯）　　 ５，０００円
　　※平成２４年６月分から所得制限額が設定されます。
 支払時期 
　手当は年３回、６月（２～５月分）、１０月（６～９月分）、２月（１０～１月分）に４か月分ずつ支払われます。

 申請に必要なもの 
　•印鑑
　•健康保険被保険者証の写し（※申請者が厚生年金などの加入者である場合）
　•申請者の金融機関の口座番号が確認できる書類（普通預金通帳の写しなど）
　•単身赴任などで対象となる児童と別居する方は、対象児童の属する世帯全員の住民票（本籍等省略していない
もの）

　•外国籍の方は、保護者および児童の外国人登録証の両面コピー、または、登録原票記載事項証明書
　•児童手当用所得証明書（※平成２４年１月１日現在、長瀞町に住所を有しない方のみ）
　　※平成２４年６月分の手当の申請から平成２３年分の所得で審査しますので、所得及び扶養の内容が載ってい
　　　るものが必要となります。
　•その他、状況により、提出が必要な書類があります。（監護・生計同一申立書など）

児童手当の現況届を提出してください
　現在、児童手当を受給されている方が、引き続き受給するためには、毎年６月に『現況届』を提出しなければな
りません。
　この届は、６月１日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生計同一など）を
満たしているかどうかを確認する大切なものです。
　現況届の提出がないと、６月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 手続き 
　手当を受けている方には、６月上旬に現況届を送付しますので、必要書類を添付し提出してください。
 必要な添付書類 
　•健康保険被保険者証の写し（※申請者が厚生年金などの加入者である場合）
　•児童手当用所得証明書（※平成２４年１月１日現在、長瀞町に住所を有しない方ののみ）
　•その他、状況により、提出が必要な書類があります。（監護・生計同一申立書など）

 問合せ 　健康福祉課福祉担当　☎６６・３１１１　内線１３３

平成２４年４月から「子ども手当」は「児童手当」に変わりました平成２４年４月から「子ども手当」は「児童手当」に変わりました
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平成２４年度国民健康保険税のお知らせ平成２４年度国民健康保険税のお知らせ
　国民健康保険税は、いつかかるかわからない病気やケガに備えて、加入者が収入や資産に応じた負担（税）
を出し合い、その中から医療費を支出する相互扶助を支える目的税です。

【平成２４年度国民健康保険の税率】 
区　　分 医療給付分 後期高齢者支援分 介護給付金分

所 得 割 （総所得金額－３３万円）
× 5.5％

（総所得金額－３３万円）
× 1.1％

（総所得金額－３３万円）
× 1.1％

資 産 割 固定資産税額 × 40.0％ ― ―
均 等 割 加入者数 × 10,000円 加入者数 × 7,200円 加入者数 × 7,200円
平 等 割 １世帯あたり 14,000円 ― ―
賦課限度額 ５１万円 １４万円 １２万円

【国民健康保険税の軽減措置】 

７ 割 軽 減 世帯主及びその世帯の被保険者の合計所得が３３万円以下の世帯

５ 割 軽 減 世帯主及びその世帯の被保険者の合計所得が、３３万円に世帯主以外の被保険者数に
つき２４万５千円を加算した金額以下の世帯

２ 割 軽 減 世帯主及びその世帯の被保険者の合計所得が、３３万円に被保険者数につき３５万を
加算した金額以下の世帯

　※軽減の対象は「均等割」と「平等割」です。
　※収入がない方、確定申告で扶養としてある方又は遺族年金や障害年金受給者など、確定申告の必要がない
方でも、国民健康保険税の軽減措置を受ける場合は、１６歳以上（４月１日現在）の方であれば、住民税
の申告をする必要があります。この申告をしないと、軽減判定されず、軽減措置が受けられません。

 問合せ 　税務課住民税担当　☎６６・３１１１　内線１１４

●情報公開請求の状況

●個人情報保護制度における開示等の請求状況
　　開示などの請求は、ありませんでした。

◇情報公開制度とは
　情報公開制度は、町が持っている行政情報（「公文書」といいます。）を皆さんの請求に応じて開示するこ
とや町の重要な計画などの情報提供をより充実させる制度です。
　町では、皆さんに町政へのより一層の参加と町政に対する理解と信頼を深め、より公正で透明な町政の推
進を目指します。

◇個人情報保護制度とは
　個人情報保護制度は、町が保有している皆さんの個人情報（「自己情報」といいます。）を正しく取り扱う
ための基本的な決まりごとを定め、プライバシー保護を一層推進する制度です。
　この制度は、町が個人情報を取り扱うときのルールや皆さんが自分の情報について開示を請求する権利、
訂正を請求する権利などを保障しています。

 問合せ 　総務課庶務担当　☎６６・３１１１　内線２１４

平成23年度平成23年度 情報公開制度・個人情報保護制度  情報公開制度・個人情報保護制度 実施状況を公表します実施状況を公表します

区　分
公文書の名称・内容 決定内容

実施機関
（担当課）

開示方法 決定日
申出 開示

○
平成２３年度国民健康保険診療
報酬明細書点検業務委託契約書

部分開示
町　長

（町民課）
郵送による
写しの交付

平成２３年
11月25日
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 問合せ 　総務課自治振興担当　　　　　
　☎６６・３１１１　内線１６３

 申込み･問合せ 　健康福祉課健康担当　　　
　☎６６・３１１１　内線１３４

　固定資産税課税のため、現況調査を行っています。
　必要に応じて立ち入り調査をさせていただき、土地の利用状況や家屋の建築年などをお聞きする場合があり
ますので、調査にご協力をお願いします。
　また、調査員は町が発行する『固定資産評価補助員証』を携帯していますので、ご確認ください。
　なお、法務局で登記された場合を除き、次に該当する方は、税務課へご連絡をお願いします。
【土地】
○現在、課税されている地目が現況と異なる場合
○農地を農地以外の用途で利用している場合
○住宅用地を住宅用地以外の用途で利用している場合
○住宅用地の上にある家屋に変更があった場合（家屋の種類、構造、用途、床面積、居住部分の割合、戸数など）
【家屋】
○登記していない家屋を取り壊したときや、所有者を変更したとき
○家屋を新築・増改築された方で、家屋調査の終わっていない方

 問合せ 　税務課資産税担当　☎６６・３１１１　内線１１３

　行政の透明性を高め、情報を町民の皆さんと共有し、開かれた信頼される町政を実現するため、町長・議長・
教育長の交際費を公開します。

 問合せ 　総務課庶務担当・議会事務局・教育委員会　☎６６・３１１１　内線１６３、４０２、３０４

固定資産の現況調査を行っています固定資産の現況調査を行っています

６月１日㈮は６月１日㈮は
人権擁護委員の日です人権擁護委員の日です

「８０２０よい歯のコンクール」「８０２０よい歯のコンクール」
の参加者を募集しますの参加者を募集します

町長・議長・教育長の交際費を公開します町長・議長・教育長の交際費を公開します【平成23年４月～平成24年３月分】【平成23年４月～平成24年３月分】

（単位：円）

項　目
町　　　長 議　　　長 教　育　長

件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額

祝 い 金 ５２ ２５８，０００ ５ ２３，０００

香 料 ７ ３５，０００

供 花 ・ 花 輪 ２ １０，０００

会 費 １２ ５３，５００ １９ ８４，５００

協 賛 金 ２ ８，０００

そ の 他 ４ １８，０００ ２ １２，７２０

合 計 ７０ ３３７，５００ ２４ １０７，５００ １１ ５７，７２０

　人権擁護委員は、人権思想の普及高揚に努め
ることを使命にしており、町長から推薦された
委員を法務大臣が委嘱します。
　埼玉県人権擁護委員連合会秩父協議会では、
「人権擁護委員の日」の行事として、人権に関す
る特設相談所を開設しますので、ご利用くださ
い。相談料は無料です。
　日　時　６月６日㈬　午前９時～正午
　場　所　中央公民館
　相談員　人権擁護委員

　秩父郡市歯科医師会が行う「８０２０よい歯の
コンクール」の参加者を募集します。
　日　時　６月２４日㈰　午前１０時
　場　所　秩父保健センター
　対　象　８０歳以上（４月１日現在）で、町内に

在住し、自分の歯が２０本以上ある方
　　　　　（すでに当表彰を受けている方は除きます）
　申込み　６月２０日㈬までに健康福祉課健康担

当の窓口、または電話でお申し込みく
ださい。自薦、他薦は問いません。



2012年６月号 6

財団法人日本さくらの会「さくら功労者」表彰

　特定非営利活動法人長瀞町桜と松等を守る会が、憲政記念
館で開催された第４７回さくら祭り中央大会で、さくらの保
護・育成の振興に著しい功績があったと認められ、平成２４
年さくら功労者として、日本さくらの会長から表彰されまし
た。 【３月２６日】
　当会は、平成１５年７月に発会し、町内の桜並木や権田山
桜園の痛んだ樹の治療、植栽などのボランティアを実施。ま
た、花の里づくりや学校応援団活動など桜以外の花の栽培や
樹木の管理活動にも取り組んでいます。

　町交通指導員に戸
と

田
だ

敏
とし

夫
お

氏と南
みなみ

明
あき

良
よし

氏が新たに委
嘱されました。
　町の交通安全推進にご尽力いただきます。
 【５月１日】

児童相談員紹介

　次代を担っていく子どもたちが、健やかな成長を
支援するため、児童相談員として野

の

口
ぐち

清
きよし

氏、野
の

原
はら

七
なな

重
え

氏を健康福祉課に配置しました。 【４月１日】
　子育て中の方は、誰でも悩みはあります。話をす
ることで、気持ちがすっきりし、子育てのヒントを
得られることがあります。いつでもご相談ください。
　なお、野原氏については、午前中、町世代間交流
支援センターで勤務しています。

新任交通指導員委嘱

　町の身体障害者及び知的障害者の地域活動の推進
や、家庭の養育・生活等に関する相談活動のため、
身体障害者相談員として中

なか

川
がわ

文
ふみ

雄
お

氏、知的障害者相
談員として長

は

谷
せ

部
べ

晃
あきら

氏を委嘱しました。 【４月１日】
　任期は、平成２４年４月１日から平成２６年３月
３１日までの２年間となります。

新入学児童へ道具袋の贈呈

　町民生・児童委員協議会が、今年度入学する児童
へ道具袋を贈呈するため、各小学校を訪問しました。
この道具袋は、同協議会の女性委員が新入学児童の
健全な育成の手助けになれればと考え、手作りで作
成したものです。 【４月６日】

身体・知的障害者相談員委嘱

（左から大澤町長、中川氏、長谷部氏）

（左から大澤町長、野村会長、野口氏）

（左から戸田氏、南氏）

（左から野口氏、野原氏）



広報ながとろ №5907

郡市育成会ドッジボール大会
三支部が初優勝‼

社会人ソフトボール教育長杯争奪戦大会
ファミリーズチーム優勝

　今年で８回目となる、毎年４月恒例茶会（表千家）
が勝地の会後援により行われました。
　今年も晴天で桜満開の中、約２００名の方に来て
いただき、一服のお茶で和やかな一時を過ごしてい
ただきました。
　なお、昨年に引き続き参加料金の一部を義援金に
あてさせていただきました。 【４月１５日】

皆野・長瀞上下水道組合のお知らせ皆野・長瀞上下水道組合のお知らせ

　皆野・長瀞上下水道組合では、清潔で快適な生活環境の実現と美しい水環境を保全するため、主に市街地で
公共下水道の整備を進めていますが、平成２５年４月からそれ以外の地域で合併浄化槽の整備を実施すること
としました。
　事業の内容は、公共下水道整備計画区域外の地域において、汲み取り式トイレや単独処理浄化槽を合併処理
浄化槽に切り替えていただくために、これまでの個人設置による方法から、組合が設置及び維持管理をする市
町村整備型事業を推進していくものです。
　現在、平成２５年４月からの事業開始に向けて準備を進めています。分担金や使用料などの詳細は、今年の
１１月頃にお知らせする予定です。
　ご不明な点がある場合は、下記までお問い合わせください。

 問合せ 　皆野・長瀞上下水道組合下水道課（長瀞浄化センター内）　☎６６・０７４７

　社会人ソフトボール教育長杯争奪戦大会が、総合
グラウンドで行われました。熱戦が繰り広げられ、
ファミリーズチームが優勝を飾りました。
 【５月１３日】

旧新井家住宅竹林で茶会

平成２５年４月から事業開始「浄化槽市町村整備型事業」平成２５年４月から事業開始「浄化槽市町村整備型事業」

個人設置型

市町村設置型

個人で【浄化槽】設置

（町から補助金交付）

組合で【浄化槽】設置

（分担金徴収）

個人で【浄化槽】

維持管理

組合で【浄化槽】
維持管理

（使用料徴収）



問合せ　健康福祉課健康担当　☎66・3111　内線134､135

健康福祉課

福祉担当

☎66・3111

内線132、133

66・3564
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　昨年、県内では梅雨明け前から猛暑日（最高気温が３５℃以上になる日）が多
くなり、熱中症による救急搬送者数は例年に比べて、非常に多かったそうです。
　今年も猛暑日が予想されますので、下記の熱中症予防のポイントを生活に取り
入れ、熱中症にかからないようにしましょう。

【熱中症予防５つのポイント】

１　高齢者は上手にエアコンを
　高齢者は、暑さで徐々に体力が低下し、室内でも熱中症になることがありま
す。室内の温度を測り、適切にエアコンを使いましょう。

２　暑くなる日は要注意
　熱中症は、暑い環境に長時間さらされることにより発症します。猛暑の時は、なるべく外出せずにエ
アコンの効いた室内など、涼しいところで過ごしましょう。
　特に、梅雨明けで暑くなる日は、体が暑さに慣れていないため要注意です。

３　水分はこまめに補給
　のどが渇く前に水分を補給しましょう。汗には塩分が含まれています。大量の汗をかいたら、水分と
ともに、塩分の補給も忘れずにしましょう（塩分の取り過ぎには要注意）。
　アルコールは、体内の水分を出してしまうため水分の補給にはならず、かえって危険です。
　また、高齢者は汗をかきにくく暑さやのどの渇きを感じにくい傾向がありますので、就寝前などもこ
まめに水分を補給しましょう。

４　「おかしい」と思ったら病院へ
　熱中症は、めまい、頭痛、吐き気などの症状から、ひどいときには意識を失い、命が危険になること
もあります。「おかしい」と思ったら、医療機関に相談しましょう。

５　周りの人にも気配りを
　自分のことだけでなく、ご近所で声を掛け合うなど、周りの人の体調にも気を配りましょう。
　集団活動の場では、仲間の体調に配慮しましょう。

熱中症に注意しましょう！熱中症に注意しましょう！
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募　集
体力テスト

　個人、スポーツ団体などで参加して
みませんか。
　体育指導委員会では、体力測定を実
施します。
日　時　７月２日㈪
　　　　午後７時
場　所　中央公民館体育室
内　容　 握力、長座体前屈など、年齢

により別種目があります。
その他　 体育館シューズ、タオルを持

参してください。
問合せ　中央公民館内生涯学習担当
　　　　☎６６・１８００

お知らせ
水道週間

　毎年６月１日から７日までは、全国
水道週間です。
　私たちが、健康で文化的な生活を送
るために、欠かすことのできない水道。
　水は限りある資源です。大切に使い
ましょう。
　スローガン
　「さあ今日も 水と元気が 蛇口から」
問合せ　皆野・長瀞上下水道組合
　　　　☎６２・０５５４

森林の土地所有者届出制度
　森林法の一部改正により、平成２４
年４月１日から新たに森林の土地所有
者になった方は、届出が義務付けられ
ました。
　詳しくは、地域整備観光課窓口まで、
お越しください。
問合せ　地域整備観光課産業観光担当
　　　　☎６６・３１１１内線２３３

埼玉土建ふれあい住宅デー
　今年も地域住民の皆様とともにコミ
ュニケーションづくりを図るために、
住宅デーを開催します。お気軽にお越
しください。
日　時　６月１０日㈰
　　　　午前１０時～午後２時３０分
場　所　長瀞町役場駐車場
内　容　 包丁研ぎ・まな板削り・住宅

なんでも相談、工作教室子ど
もには水ヨーヨー・風船をプ
レゼント

　　　　 先着８０名様には粗品をプレ
ゼント。

問合せ　埼玉土建一般労働組合秩父支部
　　　　☎２１・１３６１　

未就業歯科衛生士講習会
日　時　７月１日㈰
　　　　午前１０時～午後４時
場　所　熊谷市母子健康センター
対　象　県内に再就職を希望する歯科衛生士

内　容　講義、実習（ＰＭＴＣなど）、
　　　　就職相談会
費　用　無料
定　員　２０名（申込順）
申　込　６月２２日㈮までに電話で埼玉県
　　　　歯科医師会にお申し込みください。
問合せ　埼玉県歯科医師会
　　　　☎０４８・８２９・２３２３
　　　　０４８・８２９・２３７６

子ども人権１１０番
　子どもをめぐるさまざまな人権問題
への取り組みとして、全国一斉「子ど
もの人権１１０番」強化週間を設け、
一人でも多くの子どもたちから専用相
談電話による相談を受付けます。
日　時　６月２５日㈪～７月１日㈰
　　　　午前８時３０分～午後７時
　　　　６月３０日㈯、７月１日㈰
　　　　午前１０時～午後５時
電話番号　 ０１２０・００７・１１０
　　　　　（全国共通・無料）
　　　　　 （ＩＰ電話からは接続でき

ません。）
相談者　・法務局職員
　　　　・県人権擁護委員連合会
　　　　　子ども人権擁護委員会委員
問合せ　 さいたま地方法務局人権擁護課
　　　　☎０４８・８５９・３５０７

就職面接会
日　時　６月１２日㈫午後１時～４時
　　　　（受付開始　正午）
会　場　大宮ソニックシティビル
対　象　 高校・専門学校・短大・大

学・大学院等同学歴の既卒者
で概ね３年以内の方

内　容　企業人事担当者と個別面接
その他　 履歴書、自己ＰＲ書又は職務

経歴書複数枚持参。
　　　　 参加企業は、既卒者を積極的に

採用する企業約７０社（予定）
問合せ　埼玉新卒応援ハローワーク
　　　　☎０４８・６５０・２２３４

女性の権利１１０番
　女性に対する暴力や離婚に関する諸
問題、職場における差別などに関し、
弁護士が電話で相談に応じる「女性の
権利に関する無料電話相談」を実施し
ます。
日　時　６月２８日㈭
　　　　午前１０時～午後４時
電話番号　☎０４８・８６４・５２２４
問合せ　埼玉弁護士会
　　　　☎０４８・８６３・５２５５

　お年寄りや体の不自由な方、子育て中の家庭などで、買物代行、
病院予約（診察券入れ）、ゴミの始末など日常生活で身の回りの小
さな困りごとを有償ボランティアがお手伝いします。
　有償ボランティアは、謝礼として「長瀞お宝商品券」を受け取り、
町内取扱店で利用します。住民同士の支え合いにより、高齢者など
と地元商店を元気にしていく活動です。
　長瀞お宝商品券（１枚５００円）１枚で、１時間の依頼ができます。
　この制度は登録制です。

 問合せ 　町商工会　☎６６・０２６８

町商工会地域支え合い事業「元気と安心お助け隊」
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今月今月のの
介護保険料介護保険料

■特別徴収（平成２４年度第２期）　※今月支給される年金から天引きされます。

■６月からの特別徴収（年金天引き）開始　
　平成２３年度の介護保険料を納付書や口座振替で納付していただいた方のうち、平
成２４年度の介護保険料を６月の年金から特別徴収へ切り替えて納付していただく方
に、平成２４年度介護保険料特別徴収（年金天引き）開始のお知らせを送付します。

 問合せ 　健康福祉課介護保険担当　☎６６・３１１１　内線１２４

　学校卒業後、就職又は会社を退職して、保険の内容に変更はありませんか。
　国民健康保険は、加入・脱退などは世帯主が各自届け出することになっています。
　次のような方は、早めに町民課に届出をお願いします。

 就職して職場から保険証を交付された方、その扶養に認定された方 
　国民健康保険と職場の両方の保険証、印鑑を持参し、国民健康保険をやめる手続きをしてく
ださい。
　手続きをするまでは、国民健康保険税の課税が続きます。

 会社を退職された方、任意継続が終了された方 
　健康保険の資格喪失証明又は退職証明と年金手帳、印鑑、顔写真付きの身分証明書（運転免
許証など）を持参し、国民健康保険に加入する手続きをしてください。
　届出が遅れた場合、前の健康保険の資格を喪失した時点までさかのぼり国民健康保険の資格
を取得し、国民健康保険税が課税されます。 
　すでに年金をもらっている方で下記の①又は②に該当する場合は、退職者医療に該当する場
合があります。年金証書も持参してください。（65歳以上の方を除く）

 厚生年金又は共済年金を受給している方（退職者医療制度） 
　国民健康保険に加入し年金を受給していて

① 20年以上会社に勤めた方
② 40歳以降10年以上会社に勤めた方で65歳未満の方は退職者医療制度に該当します。

※ 上記届出の際に、こども医療費受給資格証、重度心身障害者医療費受給者証、ひとり親家庭
等医療費受給者証が発行されている方は、その受給者証もあわせてお持ちください。

※ 平日の届出が困難な方は、日曜開庁日や金曜夜間開庁日もご利用ください。ただし、他の関
係機関の照会が必要な場合、取扱えないことがありますので、事前にお問い合わせください。

 問合せ 　町民課給付担当　☎６６・３１１１　内線１２３

長瀞町国民健康保険のお知らせ
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人のうごき 平成24年5月1日現在（前月比）
４月中の届出

人　口 7,804人 (-27) 転　入 10人
男 3,807人 (-17) 転　出 29人
女 3,997人 (-10) 出　生 1人　　　　（男1人）
世帯数 2,865戸 (- 3) 死　亡 9人 (男5人・女4人)

　国民年金は、老後を迎えたときの所得保障の柱として、全員が年金を受けられるようにつくられ
た公的年金制度です。生活の基礎となる年金であるため「基礎年金」ともいいます。
　この国民年金は、国籍・職業を問わず、日本に住む２０歳から６０歳までの方は全員が加入する
ことになっていて、職業などによって、３種類にわかれます。

　　　第１号被保険者　　農業者、自営業者、学生、フリーアルバイターなど

　　　第２号被保険者　　会社員、公務員（厚生年金や共済組合に加入している方）

　　　第３号被保険者　　第２号被保険者に扶養されている配偶者

　就職や退職、結婚などで加入の種類が変わったときは、その都度、届出が必要です。届出が遅れ
ると、将来の年金が減ったり受け取れなくなったり、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない
場合がありますので、届出は、忘れずに行ってください。

※ 　日本に住む外国人の方も、必ず国民年金に加入することになります。これは、国民年金が老後
の年金だけでなく、生活保障としての障害や死亡といった不慮の事故に対する保障も行っている
からです。
　 　なお、短期間滞在のため年金を受けずに帰国する場合、６か月以上の保険料納付期間がある方
には、帰国後に脱退一時金が支給されます。

 問合せ 　秩父年金事務所　☎２７・６５５９

２０歳から６０歳まで
～みんなが加入します　国民年金～
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６月の納税
●町県民税（第１期分）

　納期限は７月２日㈪です。口座振替の場合は６月26日
㈫が振替日になりますので、ご利用の方は残高をご確認く
ださい。

税務課・町民課窓口
●窓口業務延長日　午後７時まで時間延長
　６月１日・15日・７月６日㈮

●日曜開庁日　午前９時～午後５時
　６月24日㈰
◆税務関係諸証明の交付　◆納税　◆住民票の交付
◆戸籍謄本・抄本の交付　◆印鑑登録、印鑑証明書の交付
※住基ネットを利用した住民票の広域交付はできません。
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○医師会休日診療所の診療時間は午前10時から午後５時まで。
○休日診療所以外の医療機関は午前９時から午後６時まで。ただし、※印の病院
は午後６時以降、電話で確認の上、受診してください。
○平日、休日の救急医療体制については秩父郡市医師会ホームページでもご確認
いただけます。　　http://www.chichibu.ne.jp/̃ishikai
○医療機関の都合で変更になることがあります。
　秩父消防署長瀞分署　☎69・0119でご確認ください。

○区長会　会長・副会長 （敬称略）
役　職 氏　名（行政区名）

会　長 外　池　秀　彦（上長瀞区）

副会長

板　谷　定　美（原　　区）

福　田　暉　幸（辻　　区）

倉　林　義　房（井戸中郷区）
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区長会議の様子

と　き 当　　番　　医 所在地 電話番号

６月３日
　医師会休日診療所（内・小）
　秩父生協病院（内・小）※小児科は午前中のみ
※秩父市立病院

熊 木 町
阿 保 町
桜 木 町

☎23－8561
☎23－1300
☎23－0611

６月10日
　医師会休日診療所（内・小）
　小鹿野中央病院（一次救急）
※秩父病院

熊 木 町
小鹿野町
和 泉 町

☎23－8561
☎75－2332
☎22－3022

６月17日
　医師会休日診療所（内・小）
　石塚内科胃腸科医院（内・胃）
　皆野病院

熊 木 町
下 影 森
皆 野 町

☎23－8561
☎24－5010
☎62－6300

６月24日
　医師会休日診療所（内・小）
　水野医院（内）
※秩父病院

熊 木 町
山 田
和 泉 町

☎23－8561
☎22－3315
☎22－3022

７月１日
　医師会休日診療所（内・小）
　荒舩医院（内・外）
※秩父病院

熊 木 町
横 瀬 町
和 泉 町

☎23－8561
☎24－0160
☎22－3022

７月８日
　医師会休日診療所（内・小）
　小鹿野中央病院（一次救急）
　皆野病院

熊 木 町
小鹿野町
皆 野 町

☎23－8561
☎75－2332
☎62－6300


